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KINOKAWA 

 

和歌山県•紀の川市 

７年度に引き続き実施！ コンビニ交付証明書が一律１０円に 

行かない窓口（コンビニでの証明交付）を推進します 
 

 

 

紀の川市では、マイナンバーカードの

普及にともない増加傾向にあるコンビ

ニでの証明交付を、さらに促進し、みな

さまにデジタル化の利便性を実感して

もらう機会づくりを進めています。  

 

令和７年度に引き続き、マイナンバー

カードを用いたコンビニでの証明書手

数料を一律１０円に減額する取り組み

を継続します。期間は令和９年３月３１

日までです。 

 

夜間や早朝時でも利用できる身近な

コンビニで、市民のみなさまにデジタル

行政サービスの利便性を実感していた

だく機会をつくります。  

 

コンビニ交付証明書を利用していた

だくことで、窓口の混雑緩和につなが

り、より丁寧なサービスの提供に努め

ていきます。 

 

 

 

 

 【本件に関する問い合わせ先】 

和歌山県 紀の川市役所 市民部市民課 担当：山中・中川 

TEL：0736-77-2511 FAX：0736-79-3924 

E-MAIL：k050100-001@city.kinokawa.lg.jp 

 


